
請願第５号 

犯罪被害者等に関する条例制定を求める請願書 

 

【請願趣旨】 

 貴職におかれましては、日頃より高い見識と熱意ある行動力で、中津市の生活環境向上 

のためにご尽力されておられますことに、衷心より敬意を表します。 

 さて、中津市民の誰もが犯罪の被害者となる可能性があり、その被害については、直接

的な身体的・経済的被害のほか、精神的にも多くの被害を受けることになります。そのた

め、犯罪被害者、その家族又は遺族（以下「犯罪被害者等」という。）の視点に立った支援

施策を講じることにより、権利利益の保護が図られる社会の実現が必要です。 

 国においては、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的に平成１６年１２月に

犯罪被害者等基本法を制定し、犯罪被害者等に対する支援等に関し、同法５条により、地

方公共団体の責務が明記されました。更に、平成１７年１２月には施策の総合的かつ計画

的な推進を図るため、犯罪被害者等基本計画が策定され、平成２８年４月には第３次犯罪

被害者等基本計画が閣議決定され、重点課題の第一として「損害回復・経済的支援への取

組」等が掲げられています。 

 ある日突然、犯罪の被害に遭遇し、最愛の人の命が奪われ、あるいは身体や心に加えら

れた重大な傷害が後遺症となって残った時、それはただ運が悪かったでは済まされること

ではないはずです。 

 確かに私たちは、犯罪被害者等に対して、失われた命を蘇らせることも重大な後遺障害

を治癒させることも不可能です。根本的・絶対的な被害者救済策を私たちは持っていませ

ん。しかし、絶対的な被害者救済ではなくても、私たちの英知と人を思いやる心、更に被

害者と私たちの共通の生活基盤である地域共同体としての地方自治体によって、よりそれ

に近づく相対的な救済策は可能です。 

 犯罪被害者等の痛みを自らのものとして感じ、地域住民の総意として犯罪被害者に隣人

として寄り添うことができれば、被害者に対する意義のある支援は必ず実現します。 

それぞれの地方自治体が何をしなくてはならないか、その自治体に住む住民が何をしな

くてはならないかを明らかにして、中津市民である犯罪被害者等がいつでも必要な支援を

途切れることなく受けられるようにするため、「損害回復・経済的支援」等の重点課題に正

面から取り組む犯罪被害者等に対する施策を総合的・体系的に推進し、また、誰もが安心

して暮らすことができる社会を実現するための一助とすることを祈念して、以下の事項に

ついて請願いたします。 

 

【請願事項】 

１．「中津市犯罪被害者等に関する条例」を制定すること 

 



 平成２８年９月１日 

 

請願者 中津市東浜６０４－１ 

自見 しのぶ 外２団体 

 

 中津市議会議長  古江 信一  殿 


